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令和５年度 おおえを潤す森林再生事業補助金交付要綱 

 

（目的及び交付） 

第 1 条 町長は、地球温暖化防止をはじめとする多面的機能の高い健全な森林の育成を図り、大

江町の森林を魅力ある美しい“もり”にするため、町内の利用間伐を積極的に促進する

ことを目的とし、利用間伐及び利用間伐を実施するための作業道等の開設、利用間伐等

に必要な森林施業集約化、下刈り、雪起こし、枝打ち、苗木植栽、木材搬出に要する経

費について、大江町補助金等の適正化に関する規則（昭和 56 年 3 月 23 日規則第 3 号。

以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交

付する。 

 

（用語の定義）  

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 林齢 樹木の年齢をいう 

（２） 団地 一定のまとまりをもった森林をいう 

（３） 年生 苗木の植栽をした年を 1 年生とする人工林の年齢をいう 

 

（事業主体）  

第 3 条 事業主体は、森林組合、森林所有者等で組織する団体、林業業者（以下「林業事業体」

という。）、町内に森林を有している森林所有者であること（以下「森林所有者」という。）。

又は林業事業体に補助金に関する代理申請及び代理受領を委任（以下「代理申請」とい

う。）した森林所有者とする。ただし代理申請した森林所有者においては、町税を滞納し

ていない者とする。 

 

（補助対象事業の区分及び補助金額等） 

第 4 条 本補助金事業の事業区分、対象森林、交付要件及び補助額は、次表に掲げるとおりと

し、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金に千円未満の端数が生じた場合は切り捨

てるものとする。 

事業区分 対象森林 交 付 要 件 補  助  額 

利用間伐（利用間伐と

は間伐材の搬出（土場

まで）を伴うもの） 

大江町内の

民有人工林 

間伐率 30％以上で且つ

間伐した本数の 80％以

上を林外へ搬出 

事業主体毎に標準単価（別紙参

照）に事業量を乗じて算出した

事業費の1／2 以内（ただし、委

託契約により事業を実施した場

合は、標準単価に事業量を乗じ

た1/2以内と実行経費の1/2を比

較し、いずれか低い額を補助額

とする。） 

作業道開設 

延長 50ｍ以上幅員 2ｍ

以上 

ただし、事業を実施し

た翌年度までに利用間

伐を実施する計画があ

ること 
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森林施業集約化 

(1)2 人以上の土地を集

約すること 

(2)1 ヘクタール以上の

土地を集約すること。 

(3)集約化する箇所は、

利用間伐を実施する計

画があること 

1 ヘクタールあたり20,000 円 

下刈り 

（樹木の成長を阻害

する草木類を除去す

る事業） 

 

大江町内の

民有人工林 

(1) 事業を実施する森

林の規模は、1団地の面

積が0.1ヘクタール以

上であること 

(2) 事業を実施する森

林に生育する樹木の林

齢が、1年生から40年生

までであること。ただ

し、事業を実施する森

林が人工林の場合は、

当該森林に生育する樹

木の林齢が、1年生から

10年生までであること 

 

事業主体毎に標準単価（別紙参

照）に事業量を乗じて算出した

事業費の1／2 以内（ただし、委

託契約により事業を実施した場

合は、標準単価に事業量を乗じ

た1/2以内と実行経費の1/2を比

較し、いずれか低い額を補助額

とする。） 

 

雪起こし 

（積雪により倒伏し

た植栽木を引き起こ

す事業） 

(1) 事業を実施する森

林の規模は、1団地の面

積が0.1ヘクタール以

上であること 

(2) 事業を実施する森

林に生育する樹木の林

齢が、1年生から40年生

までであること。ただ

し、事業を実施する森

林が人工林の場合は、

当該森林に生育する樹

木の林齢が、1年生から

25年生までであること 

枝打ち 

（節のない材を生産

するため、植栽木の生

育過程において下方

の不要な枝を切り落

とす事業） 

(1) 事業を実施する森

林の規模は、1団地の面

積が0.1ヘクタール以

上であること 

(2) 事業を実施する森

林に生育する樹木の林

齢が、60年生以下で間伐

と一体的に行うこと 

(3) 枝打ち高が最下枝

から2メートル以上で

あること 



3 

 

苗木植栽 

（苗木の植栽により

森林を造成する事業） 

(1) 事業を実施する森

林の規模は、1団地の面

積が0.1ヘクタール以

上であること 

(2) 植栽する苗木が、針葉

樹にあっては1ヘクタール当

たり2,000本以上2,700本未

満を、広葉樹にあっては1ヘ

クタール当たり2,000本以上

2,500本未満を植栽すること 

木材搬出（間伐材を土

場から製材業者等に

搬出したもの） 

(1)町内の製材業者等

に搬出した利用間伐材 

(2)要綱第７条による

実績報告までに町内の

製材業者等に間伐材を

搬出していること 

丸太材積 1㎥当たり 1,000円 

２ 補助対象事業を実施した年度における同事業の実施に要する経費であること。ただし、事業区

分の木材搬出は、原則として令和５年度に利用間伐を実施したものを対象事業とするが、例外とし

て令和４年度の冬期間に搬出間伐を実施したが積雪のため搬出できなかったものについては、交付

決定後に搬出することにより、令和５年度の対象事業として認めるものとする。 

 

３ 補助対象事業について、この要綱以外の規則その他の規定により実施する又は実施された補助

を受けていないこと。 

 

（交付申請） 

第 5 条 事業主体は、規則第 5条の規定による補助金交付申請書（様式第 1 号）に添付すべき書

類は次のとおりとする。なお補助金の交付申請期限は令和6 年 2月 25 日までとする。 

事業区分 添付書類 

利用間伐（利用間伐と

は間伐材の搬出（土場

まで）を伴うもの） (1)事業計画書（様式第2 号）及び付表 

(2)箇所図（縮尺1／5,000 の森林計画図に施行箇所を記載したもの） 

(3)その他町長が必要と認める書類 
作業道開設 

森林施業集約化 

(1)集約化計画書（様式第 3 号） 

(2)箇所図（縮尺1／5,000 の森林計画図に予定箇所を記載したもの） 

(3)その他町長が必要と認める書類 

下刈り 
(1)事業計画書（様式第2 号）及び付表 

(2)箇所図（縮尺1／5,000 の森林計画図に施行箇所を記載したもの） 
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雪起こし 
(3)その他町長が必要と認める書類 

枝打ち 

苗木植栽 

木材搬出（間伐材を土

場から製材業者等に搬

出したもの） 

(1)事業計画書（様式第2 号） 

(2)事業計画位置図（1/5,000） 

(3)その他町長が必要と認める書類 

 

（計画の変更） 

第 6 条 規則第7 条第1 項第1 号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更で補助金額の増額を伴

わない変更とする。 

(1)補助事業に要する経費の配分の 10 分の 3を超えない増減 

 

2 前項の規定により、町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書（様式第 5号）を 

提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 7 条 規則第14条の規定による補助事業実績報告書（様式第 6号）に添付すべき書類は次の 

    とおりとし、事業完了後30日以内又は交付決定に係る年度の3 月 15 日のいずれか早い

日までに提出しなければならない。 

 

事業区分 添付書類 

利用間伐（利用間伐と

は間伐材の搬出（土場

まで）を伴うもの） 

(1)事業成績書（様式第2 号）及び付表 

(2)施業図（縮尺1／500又は1／1,000の実測図） 

(3)実施状況がわかる写真 

(4)受託造林にあっては、森林施業委託契約書等の写し 

(5)代理申請にあっては、委任状及び精算依頼書の写し 

(6)その他町長が必要と認める書類 作業道開設 

森林施業集約化 

(1)集約化成績書（様式第 3 号） 

(2)森林施業集約化同意書（様式第 4号） 

(3)箇所図（縮尺1／5,000 の森林計画図に実施箇所を記載したもの） 

(4)その他町長が必要と認める書類 

下刈り 
(1)事業成績書（様式第2 号）及び付表 

(2)位置図（縮尺1／500又は1／1,000の実測図） 

(3)実施状況がわかる写真 

(4)受託造林にあっては、森林施業委託契約書等の写し 
雪起こし 
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枝打ち 
(5)代理申請にあっては、委任状及び精算依頼書の写し 

(6)その他町長が必要と認める書類 

苗木植栽 

木材搬出（間伐材を土

場から製材業者へ搬出

したもの） 

(1)事業成績書（様式第2 号） 

(2)箇所図（1⁄ 5,000 の森林計画図に施行箇所を記載したもの） 

(3)施業図（縮尺1／500又は1／1,000の実測図） 

(4)実施状況がわかる写真 

(5)搬出間伐材が町内の製材業者に搬出されたことがわかるもの（領収書

等の写し等） 

(6)材積量において、丸太状態での材積の詳細が分かるもの（詳細の写等） 

(7)代理申請にあっては、委任状及び精算依頼書の写し、森林所有者へ支 

払ったことが分かるもの（領収書等の写し） 

(8)その他町長が必要と認める書類 

 

（帳簿の保管期間） 

第 8 条 事業主体は補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び

支出についての証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して 5年間整備保管しなければ

ならない。 

附 則 

この要綱は、令和 ５ 年 ４ 月 ２４ 日から施行する。 



6 

 

（別紙）       標 準 単 価 表 

山形県森林施業支援事業標準単価（令和５年４月現在） 

 

区分：利用間伐（定性間伐 ３０％） 

区 分（面積１ｈａ当たり） 標準単価 

１０ ～ ２０㎥ ２２３，０００円 

２０ ～ ３０㎥ ２８７，０００円 

３０ ～ ４０㎥ ３５０，０００円 

４０ ～ ６０㎥ ４１３，０００円 

６０ ～ ８０㎥ ５３９，０００円 

 ８０ ～ １００㎥ ６６５，０００円 

１００㎥ ～ ７９１，０００円 

 

区分：森林作業路開設 

区 分 標準単価 

１ｍ当たり ２，０００円 

 

区分：下刈り 

区 分（１ｈａ当たり） 標準単価 

１回目 １８８，０００円 

２回目 １６１，０００円 

 

区分：雪起こし 

区 分 標準単価 

１ｈａ当たり １５８，０００円 

 

区分：枝打ち 

区 分（１ｈａ当たり） 標準単価 

７００～１，１００本未満 １６０，０００円 

１，１００本 ～ ２５１，０００円 

 

区分：苗木植栽 

区 分（面積１ｈａ当たり） 苗木の区分 標準単価 

草の丈が0.5ｍ以下の草地 

スギ 

（2,000～2,100 未満） 
９３４，０００円 

カラマツ 

（2,400～2,700 未満） 
９８０，０００円 
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広葉樹 

（2,000～2,500 未満） 
１，２０９,０００円 

ササの丈が 1ｍ以下のササ地 

スギ 

（2,000～2,100 未満） 
９０６，０００円 

カラマツ 

（2,400～2700未満） 
９５２，０００円 

広葉樹 

（2,000～2,500 未満） 
１，１８１，０００円 

 

※なお標準単価については、申請時採用したものを事業完了まで採用するものとする。 


